
 四日市ドーム条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和３年３月２４日 

                  四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第２５号 

   四日市ドーム条例の一部を改正する条例 

四日市ドーム条例（平成９年四日市市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （利用料金） 

第６条 （略） 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第１及び別表第２に定める額の範囲内

において、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定める額とする。 

 

 

 

 

３ （略） 

（利用料金） 

第６条 （略） 

２ 前項に定める利用料金の額は、別表

第１から別表第３までに定める額の範

囲内において、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定める額とする。

ただし、特定設備及び備品器具につい

ては、３８，５００円以内の範囲内で

指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定める額とする。 

３ （略） 

 

改正後 

別表第１（第６条関係） 

  専用利用料金の上限額 

 

名称 使用区分 

時間区分  

 午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午後（午後

１ 時 か ら

午 後 ４ 時

３ ０ 分 ま

で） 

夜間（午後

５ 時 ３ ０

分 か ら 午

後 ９ 時 ま

で） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

 

 ア リ

ーナ 

アマチ

ュアス

ポーツ

入場料その他

これに類する

ものを徴収し

１１，００

０円 

１６，５０

０円 

２２，００

０円 

４４，００

０円 

 



に使用

する場

合 

ない場合 

 入場料その他

これに類する

ものを徴収す

る場合 

４４，００

０円 

６６，００

０円 

８８，００

０円 

１７，６０

０円 

 

 その他

の催し

物に使

用する

場合 

式典、講演会等

の使用に類す

る場合 

５５，００

０円 

８２，５０

０円 

１１０，０

００円 

２２０，０

００円 

 

 展示会、見本市

等の使用に類

する場合 

１１０，０

００円 

１６５，０

００円 

２２０，０

００円 

４４０，０

００円 

 

 音楽、芸能、ス

ポーツ等のプ

ロ興行の使用

に類する場合 

２２０，０

００円 

３３０，０

００円 

４４０，０

００円 

８８０，０

００円 

 

 大 会

議室 

  ２，４２

０円 

３，１９

０円 

４，８４

０円 

８，０３

０円 

 

 小 会

議室 

  １，３２

０円 

１，７６

０円 

２，６４

０円 

４，４０

０円 

 

 練 習

室 

  ３，４１

０円 

４，５１

０円 

６，８２

０円 

１１，３

３０円 

 

 準 備

室 

  ２，７５

０円 

３，６３

０円 

５，５０

０円 

９，１３

０円 

 

 控 室

１ 

  １，３２

０円 

１，７６

０円 

２，６４

０円 

４，４０

０円 

 

 控 室

２ 

  １，３２

０円 

１，７６

０円 

２，６４

０円 

４，４０

０円 

 

 特定設備及び備品器具 種類又は品目ごとに３８，５００円の範囲内で

別に規則で定める額 

 

備考 

１ 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律 (昭和２３年法律第１７８号 )に

規定する休日に使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の１００分の１



２０の額とする。 

２ 延長利用料金の上限額は、直近の時間区分（全日を除く。）の１時間当たりの

金額に超過時間を乗じて得た額とする。 

３ 午前・午後使用は午前９時から午後４時３０分まで、午後・夜間使用は午後１

時から午後９時の時間までとし、その利用料金の上限額は各時間区分の規定料

金の合計額とする。 

４ 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が

使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の１００分の５０の額とする。  

５  準備又は撤去のためにのみ使用しようとする日における利用料金の上限額

は、規定料金の１００分の８０の額とする。 

６ アリーナを分割して使用する場合は半面使用 (南北分割)とし、この場合の利

用料金の上限額は規定料金の１００分の５０の額とする。この場合において、そ

の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。  

 

改正前 

別表第１（第６条関係） 

  アリーナ専用利用料金の上限額 

 

種別 

基本利用料金（円）  

 午前（午前

９ 時 か ら

正午まで） 

午後（午後

１ 時 か ら

午 後 ４ 時

３ ０ 分 ま

で） 

夜間（午後

５ 時 ３ ０

分 か ら 午

後 ９ 時 ま

で） 

全日（午前

９ 時 か ら

午 後 ９ 時

まで） 

 

 ア マ チ ュ ア

ス ポ ー ツ に

使 用 す る 場

合 

入場料その他

これに類する

ものを徴収し

ない場合 

１１，００

０ 

１６，５０

０ 

２２，００

０ 

４４，００

０ 

 

 入場料その他

これに類する

ものを徴収す

る場合 

４４，００

０ 

６６，００

０ 

８８，００

０ 

１７，６０

０ 

 

 そ の 他 の 催 式典、講演会 ５５，００ ８２，５０ １１０，０ ２２０，０  



し 物 に 使 用

する場合 

等の使用に類

する場合 

０ ０ ００ ００ 

 展示会、見本

市等の使用に

類する場合 

１１０，０

００ 

１６５，０

００ 

２２０，０

００ 

４４０，０

００ 

 

 音楽、芸能、

スポーツ等の

プロ興行の使

用に類する場

合 

２２０，０

００ 

３３０，０

００ 

４４０，０

００ 

８８０，０

００ 

 

備考 

 (1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に使用する場合の利用料金は、基本利用料金の２割増とする。 

(2) 延長利用料金は、直近の使用許可時間区分の１時間当たりの基本利用料金又

は前号の規定に基づいて求めた利用料金に超過時間を乗じて得た額とする。 

(3) 準備又は撤去のためにのみ使用しようとする日における利用料金は、基本利

用料金及び前２号の規定に基づいて求めた利用料金の８割とする。 

(4) アリーナを分割して使用する場合は半面使用 (南北分割)とし、この場合の利

用料金は基本利用料金及び前３号の規定に基づいて求めた利用料金の５割とす

る。この場合において、その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨

五入するものとする。 

 

改正後 

別表第２（第６条関係） 

  アリーナの一般公開日における個人利用料金の上限額 

 （略）  

備考 

  市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料

金の１００分の５０の額とする。この場合において、その額に１０円未満の端数

が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 

 



改正前 

別表第２（第６条関係） 

  アリーナの一般公開日における個人利用料金の上限額 

 （略）  

 

別表第３（第６条関係） 

  会議室等利用料金の上限額 

 

施設の名称 

基本利用料金（円）  

 午前（午前９時

から正午まで） 

午後（午後１時

から午後４時

３０分まで） 

夜間（午後５時

３０分から午

後９時まで） 

全日（午前９時

から午後９時

まで） 

 

 大会議室 ２，４２０ ３，１９０ ４，８４０ ８，０３０  

 小会議室 １，３２０ １，７６０ ２，６４０ ４，４００  

 練習室 ３，４１０ ４，５１０ ６，８２０ １１，３３０  

 準備室 ２，７５０ ３，６３０ ５，５００ ９，１３０  

 控室１ １，３２０ １，７６０ ２，６４０ ４，４００  

 控室２ １，３２０ １，７６０ ２，６４０ ４，４００  

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市ドームの設置及び管理に関する条例別表第１及び別表第２の規定

は、この条例の施行の日以後に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限

額から適用し、同日前に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額につ

いては、なお従前の例による。 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課） 


